
就労準備支援事業
その他就労準備支援

居住支援事業
（シェルター事業）
その他緊急支援

居住支援事業
（地域居住支援事業）
その他地域居住支援

家計改善支援事業
その他家計改善支援

子どもの学習・生活支援事業
その他子どもの学習・生活支
援

・小中学生、高校生を対象に、子どもの学習支援、居場所支援、夕
食の提供を一体化して実施しています。
・募集方法については、関係機関（生活福祉課、子ども家庭支援セ
ンターや教育委員会等）からの推薦制としています。

生活困窮者に対する各種支援の実施状況
自治体名 日野市

相談窓口
健康福祉部ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄｺｰﾙｾﾝﾀｰ

（くらしの自立相談支援窓口みらいと）

連絡先 042-514-8574

・就労準備支援事業を次のとおり実施しています。
1　日常生活自立に関する支援
　適正な生活習慣の形成を促すための助言・指導を行います。
2　社会自立に関する支援
　社会的能力の形成を促すため、職場見学・ボランティア活動を行
います。
3　就労自立に関する支援
　一般就労に向けた技法や知識習得のため、指導・助言を行いま
す。

・居住支援事業（シェルター事業）は、実施していません。
・フードバンクと連携する等して、緊急時に食糧の提供等をしてい
ます。

・家計改善支援事業を次のとおり実施しています。
１ 対象:家計収支の不均衡その他の家計に関する課題を抱え、生活
に困窮している方
２ 支援内容:家計改善支援員が相談者に対し、家計の視点から必要
な情報提供や専門的な助言等を行うことにより、相談者自身の家計
を管理する力を高め、早期の生活再生を支援します。

・居住支援事業(地域居住支援事業)は、実施していません。
・必要に応じて、無料定額宿泊所等の情報を提供しています。


